
 

 

為を禁止して加害者への損

害賠償請求をできるように

する、(2)事業主にパワハラ

防止措置を義務づける、の２

つは法制化に関するもので、

もう１つが指針の策定（法的

強制力を持たせる案とそう

でない案の２案）です。労働

者側と使用者側で意見が対

立していますが、公益委員か

らは社会的情勢を考えると

法制化は当然との意見も出

ています。 

◆事業主にはどんな防止措

置が求められるのか 

６日の分科会では、今年３

月 30 日公表の「職場のパワ

ーハラスメント防止対策に

ついての検討会報告書」より

抜粋して、(1)事業主の方針

等の明確化、周知・啓発、(2)

相談等に適切に対応するた

めに必要な体制の整備、(3)

事後の迅速・適切な対応、(4) 

(1)～(3)の対応と併せて行

う対応としてプライバシー

保護や相談・協力者の不利益

取扱い禁止、という４つが示

されました。 

◆労災認定件数にみるパワ

ハラ問題 

2017 年度の精神障害に関

する労災補償状況をまとめ

た資料によれば、請求件数は

1,732件で前年度比146件増、

支給決定件数は 506件で前年

度比８件増です。このうち、

出来事別の決定件数は「（ひ

どい）嫌がらせ、いじめ、又

は暴行を受けた」が 186件、

うち 88 件が支給決定され最

も多くなっています。対人関

係では、「上司とのトラブル

があった」も 320件と決定件

数が多く（支給決定は 22件）

なっています。 

◆相談体制の強化も図られ

ている 

企業においては、行政がパワ

ハラ問題防止に力を入れて

いることだけでなく、採用や

定着に影響することも踏ま

え、対策を検討する必要があ

ると言えるでしょう。 

 

来年４月から労働条件の

通知が FAX やメールでも

可能になります！ 
◆労働条件通知書がペーパ

レス化に！ 

厚生労働省は、現在、労働

基準法第 15 条で定められて

いる労働条件の「書面」での

通知について、来年の４月１

日からＦＡＸや電子メール

等でも可能にし、規制を緩和

させることを決めました。書

面として印刷できれば問題

ないと判断したことによる

もので、企業にとっては印刷

や郵送にかかるコストや手

間の削減ともなり、利便性が

高まることが期待されます。 

◆労基法施行規則を改正 

具体的には、労働基準法施

行規則第５条第４項に下記の

下線部分が追加されました。 

【労働基準法施行規則第５

条】 

第４項 ただし、当該労働者

が同項に規定する事項が明

らかとなる次のいずれかの

方法によることを希望した

場合には、当該方法とする

ことができる。 

① ファクシミリを利用し

てする送信の方法  

② 電子メールその他のそ

の受信をする者を特定し

て情報を伝達するために

用いられる電気通信の送

信の方法  

◆本人の希望が条件 

今回の規制緩和は、労働者

がＦＡＸや電子メール等での

通知を希望することが条件と

なっています。本人に通知方

法を確認し、ＦＡＸや電子メ

ール等での受取りを希望しな

い場合は、今までどおり書面

で通知しなければなりませ

ん。また、電子メールで送信

する場合の具体的なファイル

形式や、本人が確実に受け取

ったかどうかの確認の要否な

どについては、現時点では明

らかになっていません。施行

までになんらかの基準が示さ

れる可能性もありますので、

注意が必要です。 

 

も、申請すれば、医療費は協

会けんぽや健康保険組合な

ど日本の医療保険者が負担

します。また日本で働く外国

人が母国に残した家族につ

いて、日本の公的医療保険制

度の適用対象から原則とし

て除外する方針です。ただ、

外国人に対する差別的な取

扱いにならないよう、日本人

労働者の家族が生活拠点を

海外に移して日本国内に生

活実態がない場合、扶養家族

から除外することも検討し

ています。 

◆社会保険料を長期滞納す

る外国人の在留を認めない

方針 

また、政府は外国人労働者

の受け入れ拡大で、国民健康

保険や国民年金の滞納を警

戒しています。保険に加入し

ないまま病院で受診し、医療

費を踏み倒すなどの事態が

想定されるためです。そのた

め、政府は社会保険料を長期

滞納している外国人の在留

を認めない方針を固めまし

た。法務省と厚生労働省が保

険料滞納に関する情報を共

有するほか、法務省が在留を

許可するにあたっての運用

指針で、社会保険料をきちん

と支払っていることを新た

な要件として追加する方針

です。 

◆年金でも第３号被保険者

に国内居住要件 

政府は、年金についても医療

保険と取扱いを合わせる必

要があると判断しました。現

在、厚生年金の加入者が扶養

する配偶者（国民年金の第３

号被保険者）は、自身が保険

料を納めていなくても年金

を受け取れますが、年金の受

給資格を得るには国内の居

住を要件とする方向で検討

に入りました。2019 年度中

にも、国民年金法を改正する

方針です。これにより、海外

で生活する外国人労働者の

配偶者には年金が支給され

なくなりますが、日本人の従

業員の配偶者が海外に住ん

でいる場合の対応が、検討課

題になります。 

 

パワハラ防止対策、厚生

労働省は法制化を検討 
◆労使の主張は依然平行線

だが… 

11月６日の第 10回労働政

策審議会雇用環境・均等分科

会で、職場のパワハラ防止対

策について、厚生労働省は３

つの案を示しました。 

案のうち、(1)パワハラ行

外国人労働者受け入れ拡

大で社会保険制度はどう

変わる？ 
◆治療のために来日する医

療保険のただ乗り問題 

日本の医療保険は「国民皆

保険制度」といって、保険証

があれば誰でも１～３割の

自己負担で受診できる手厚

い制度です。ところが昨今、

留学や技能実習制度を利用

して、治療のためだけに来日

する外国人の問題が指摘さ

れています。低額な自己負担

で、がん治療など高額な保険

給付を受けようというので

す。また、国内に住む外国人

労働者の保険証について、母

国の家族が来日し、本人と偽

って利用する「なりすまし受

診」も報告されています。来

年４月から外国人労働者の

受け入れを拡大するなかで、

こうした外国人の医療保険

の不正利用をどうすべきか

が議論されています。 

◆医療保険で母国の家族を

除外 

現在、日本に住む外国人労

働者が生計を支える３親等

以内の親族については、日本

に住んでいなくても扶養家

族として扱われます。母国で

医療機関を利用した場合で
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